
　高松市総合教育センターでは、不登校傾向がみられる児童生徒及び保護者への相談・
支援事業を行っています。

教育支援センター
　不登校児童生徒を対象に、学校、家庭に次ぐ第３の居場所として、学校復帰や社会的に自立
することをめざし、学習活動のサポートに加え、様々な体験活動を行っています。

アシスト教室
発達障がい等に起因して、学習上、生活上の困難（不登校を含む）のある児童生徒を対象

に、自己理解を進め、自分に合った学習方法や社会的スキルの習得をめざす教室です。

不登校を考える会（年２回程度）
　大学教員など専門家の講演を聞いた後、小グループに分かれて悩み相談会を実施しています。
親の会（年３回程度）
　子どもが不登校でお悩みの保護者が、子どものことや不登校に関することなどについて、
カウンセラーと一緒に語り合う会を実施しています。

フレンドシップ事業

いじめや不登校に関する相談電話

　在籍校教員を交えての集団体験活動に参加することで、教員との人間関係を深めるととも
に、社会性や自立心を高めることを目的として実施しています。

☎ 087-821-0099 （8:30～19:00　土日、祝日、年末年始を除く）

ＩＣＴを活用した支援
　学習面や心理面での支援を図り、学級や学校への所属感を高めます。
・ ＩＣＴを活用した学習支援システム

カウンセラー等を活用した心理的支援
　不登校に関する相談に、２名のカウンセラーで対応します。小・中学校でスクールカ
ウンセラーとしての経験があり、学校現場にも精通されている方々です。

教育支援センター「新塩屋町 虹の部屋」
末広町５番地（高松市総合教育センター内）

教育支援センター「みなみ」
出作町３４８番地６（龍雲中学校西100ｍ）
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